
内
閣
衆
質
一
五
四
第
一
五
六
号

平
成
十
四
年
八
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
九
州
南
西
海
域
不
審
船
事
案
で
の
威
嚇
射
撃
に
お
け
る
事
実
関
係
の
改
ざ
ん
に
関
す
る
質
問

に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
四
年
八
月
二
十
七
日
受
領

答

弁

第

一

五

六

号



衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
九
州
南
西
海
域
不
審
船
事
案
で
の
威
嚇
射
撃
に
お
け
る
事
実
関
係
の
改
ざ
ん
に
関
す
る

質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
二
日
十
四
時
三
十
六
分
に
海
上
保
安
庁
の
巡
視
船
が
問
題
の
船
舶
に
対
し
て
威
嚇
射
撃
を
行
っ

た
地
点
付
近
に
お
け
る
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
一
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
く
中
間
線
（
以
下
「
日
中
中
間
線
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
地
点
（
い
ず
れ
も
概
位
）
を
結
ん
だ
線
で
あ
る
。

�

北
緯
二
九
度
二
七
分
東
経
一
二
五
度
五
〇
分

�

北
緯
二
九
度
二
〇
分
東
経
一
二
五
度
四
六
分

�

北
緯
二
九
度
一
〇
分
東
経
一
二
五
度
四
一
分

二
に
つ
い
て

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
五
日
に
海
上
保
安
庁
が
取
り
ま
と
め
た
「
九
州
南
西
海
域
不
審
船
事
案
へ
の
対
応
に
つ
い
て
」

と
題
し
た
資
料
に
お
い
て
は
、
同
月
二
十
二
日
十
四
時
三
十
分
に
「
日
中
中
間
線
（
日
本
と
中
国
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
境
界
線
）
を

通
過
」
、
同
日
十
四
時
三
十
六
分
に
「
威
嚇
射
撃
を
実
施
（
上
空
�
回
、
海
面
�
回
）
。
（
中
国
Ｅ
Ｅ
Ｚ
内
）
」
と
し
て
い

一



た
が
、
そ
の
後
、
精
査
し
た
と
こ
ろ
、
同
資
料
に
お
け
る
日
中
中
間
線
の
位
置
に
誤
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の

た
め
、
海
上
保
安
庁
は
、
平
成
十
四
年
一
月
十
日
、
そ
の
事
実
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
以
後
、
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十

二
日
十
四
時
三
十
六
分
に
問
題
の
船
舶
に
対
し
て
威
嚇
射
撃
を
行
っ
た
地
点
は
我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
内
で
あ
る
こ
と

を
、
海
上
保
安
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
第
百
五
十
三
回
国
会
衆
議
院
国
土
交
通
委
員
会
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
四
年
二
月

二
十
六
日
内
閣
衆
質
一
五
四
第
一
号
）
等
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
沿
岸
国
は
、
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
（
平
成
八
年
条
約
第
六
号
）
第
百
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
自

国
の
排
他
的
経
済
水
域
に
お
い
て
、
外
国
船
舶
が
そ
の
排
他
的
経
済
水
域
に
適
用
さ
れ
る
沿
岸
国
の
法
令
に
違
反
し
た
と
信

ず
る
に
足
り
る
十
分
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
外
国
船
舶
が
そ
の
排
他
的
経
済
水
域
に
あ
る
時
に
停
船
信
号
を
発
し
た

後
に
、
当
該
外
国
船
舶
が
そ
の
旗
国
又
は
第
三
国
の
領
海
に
入
る
ま
で
、
当
該
外
国
船
舶
の
追
跡
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
こ

の
追
跡
に
伴
い
、
必
要
か
つ
合
理
的
な
限
度
で
武
器
を
使
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
。

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
二
日
に
発
生
し
た
九
州
南
西
海
域
不
審
船
事
案
に
お
い
て
は
、
海
上
保
安
庁
の
巡
視
船
は
、
問

題
の
船
舶
が
我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
に
あ
る
時
に
停
船
信
号
を
発
し
て
お
り
、
当
該
船
舶
に
対
し
て
威
嚇
射
撃
を
行
っ

た
地
点
の
海
域
の
区
分
に
係
る
事
実
関
係
の
訂
正
は
、
当
該
威
嚇
射
撃
の
正
当
性
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。

二


